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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クレジットカード会社に接続された遊技用記録媒体管理機関に接続され、当該クレジッ
トカード会社には直接接続されていない予め管理登録された登録遊技場において会員登録
した会員遊技者が遊技を実施するための遊技用システムであって、
前記登録遊技場において発行され、遊技に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な遊
技用価値特定情報が記録された遊技用記録媒体の管理を行う前記遊技用記録媒体管理機関
に設けられ、前記会員遊技者が所有するクレジットカードの利用可否を判定可能な利用可
否情報を、当該クレジットカードを発行した前記クレジットカード会社より入手するため
のクレジット情報入手手段と、
前記登録遊技場に設けられ、
該登録遊技場において前記会員遊技者に対して発行される会員用記録媒体に記録される該
会員用記録媒体を個々に特定可能な会員用記録媒体特定情報と、当該会員用記録媒体の所
有者が所有するクレジットカードを個々に識別可能なクレジットカード識別情報と、当該
会員用記録媒体を所有する会員遊技者が過去の遊技にて獲得することで払い戻し可能に所
有する貯蓄遊技媒体数とを対応付けて記憶、管理する会員情報記憶管理手段と、
前記会員用記録媒体を受付け、該受付けた会員用記録媒体に記録されている前記会員用記
録媒体特定情報に対応付けて前記会員情報記憶管理手段に記憶されている貯蓄遊技媒体数
のうちの所定数の遊技媒体の払い戻しを実施する払戻手段と、
前記会員用記録媒体を受付け、該受付けた会員用記録媒体から前記会員用記録媒体特定情
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報を読み取り、該読み取った会員用記録媒体特定情報を送信するための会員用記録媒体処
理手段と、
前記会員用記録媒体処理手段から送信されてきた前記会員用記録媒体特定情報と前記会員
情報記憶管理手段の記憶情報とに基づいて、前記会員用記録媒体処理手段にて受付けた会
員用記録媒体の所有者が所有するクレジットカードのクレジットカード識別情報を特定し
、該特定したクレジットカード識別情報と当該クレジットカードの利用確認を要求する旨
の情報とを少なくとも含むクレジットカードの利用確認要求を、前記遊技用記録媒体管理
機関に対して送信する利用確認要求送信手段と、
前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記利用確認要求送信手段からの利用確認要求の受信に基づいて、当該利用確認要求に含
まれるクレジットカード識別情報から特定されるクレジットカードの利用可否を、前記ク
レジット情報入手手段により入手した当該クレジットカードの利用可否情報から特定して
確認するクレジット利用可否確認手段と、
該クレジット利用可否確認手段にて確認されたクレジットカードの利用可否を特定可能な
利用確認結果情報を前記登録遊技場に送信する利用確認結果情報送信手段と、
前記登録遊技場に設けられ、前記利用確認結果情報送信手段から送信されてくる利用確認
結果情報から特定されるクレジットカードの利用可否が利用可能であることに基づいて、
所定金額に相当する遊技に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な遊技用価値特定情
報が記録された遊技用記録媒体を発行する遊技用記録媒体発行手段と、
を備えることを特徴とする遊技用システム。
【請求項２】
　前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、前記クレジット情報入手手段によって予めク
レジットカード会社より入手した前記利用可否情報を記憶するとともに、該利用可否情報
を更新、管理するための利用可否情報記憶管理手段を備え、
前記クレジット利用可否確認手段は、前記利用可否情報記憶管理手段に記憶されている利
用可否情報に基づいて利用可否を特定、確認する請求項１に記載の遊技用システム。
【請求項３】
　前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、クレジットカードの利用可能額をクレジット
カード会社より入手する利用可能額入手手段と、前記クレジット利用可否確認手段におけ
る確認結果が利用可であるときに、前記利用可能額入手手段によって入手した利用可能額
を特定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信するための利用可能額情報送信手段
と、を備え、
前記遊技用記録媒体発行手段は、前記利用可能額情報送信手段から送信されてきた利用可
能額情報から特定される利用可能額の範囲内の所定額に相当する大きさの遊技用価値を特
定可能な遊技用価値特定情報が記録された遊技用記録媒体を発行する請求項１または２に
記載の遊技用システム。
【請求項４】
　前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記遊技用記録媒体発行手段において遊技用記録媒体の発行に供された利用金額を各クレ
ジットカード毎に集計するための利用金額集計手段と、該利用金額集計手段にて集計され
た所定期間における合計利用金額と該所定期間において会員遊技者が利用可能として設定
された発行利用限度額とから、各時点における発行利用可能額を特定する発行利用可能額
特定手段と、を備え、
前記利用可能額情報送信手段は、前記発行利用可能額特定手段にて特定した発行利用可能
額がクレジットカード会社より入手した利用可能額以下であるときには該発行利用可能額
を特定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信し、前記発行利用可能額特定手段に
て特定した発行利用可能額がクレジットカード会社より入手した利用可能額を上回るとき
には該利用可能額を特定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信する請求項３に記
載の遊技用システム。
【請求項５】
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　前記遊技用記録媒体発行手段は、前記利用可能額情報送信手段より送信されてくる利用
可能額情報から特定される利用可能額を報知する利用可能額報知手段を含む請求項３また
は４に記載の遊技用システム。
【請求項６】
　前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、前記遊技用記録媒体発行手段において遊技用
記録媒体の発行に供された利用金額と該遊技用記録媒体の発行に供された会員用記録媒体
の会員用記録媒体特定情報から特定されるクレジットカード識別情報とを含む利用情報を
収集するための利用情報収集手段と、該利用情報収集手段にて収集された利用情報をクレ
ジットカード会社に送信するための利用情報送信手段と、を備える請求項１～５のいずれ
かに記載の遊技用システム。
【請求項７】
　前記登録遊技場に設けられ、
該登録遊技場にて発行済みの会員用記録媒体或いは新たに発行しようとする会員用記録媒
体に記録された前記会員用記録媒体特定情報と、前記発行済みの会員用記録媒体の所有者
或いは新たに発行しようとする会員用記録媒体の所有予定者が所有するクレジットカード
のクレジットカード識別情報とを入力するための登録情報入力手段と、
該登録情報入力手段から入力されたクレジットカード識別情報とクレジットカード識別情
報から特定されるクレジットカードの利用登録の可否確認を要求する旨の情報とを少なく
とも含む利用登録可否確認要求を前記遊技用記録媒体管理機関に送信するための利用登録
可否確認要求送信手段と、
前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記利用登録可否確認要求送信手段からの利用登録可否確認要求の受信に基づいて、該受
信した利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカード識別情報と該クレジットカード
識別情報から特定されるクレジットカードの認証を要求する旨の情報を含む認証要求を、
当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社に対して送信する認証要求送信手
段と、
該認証要求送信手段からの認証要求の送信に基づいてクレジットカード会社から返信され
てくる認証結果に基づいて当該クレジットカードの認証可否を特定し、該特定した認証可
否が認証可であるときに、当該クレジットカードの利用登録を可能とする旨を特定可能な
利用登録確認情報を、前記利用登録可否確認要求を送信してきた登録遊技場に対して返信
する利用登録確認情報送信手段と、
前記登録遊技場に設けられ、前記利用登録確認情報送信手段からの利用登録確認情報の受
信に基づいて、前記登録情報入力手段から入力された会員用記録媒体特定情報とクレジッ
トカード識別情報とを対応付けて前記会員情報記憶管理手段に新たに登録させるための新
規会員情報登録手段と、
を備える請求項１～６のいずれかに記載の遊技用システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術の分野】
本発明は、遊技場においてクレジットカードを用いて遊技を実施することのできる遊技用
システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、遊技場にあっては、顧客が現金の引き出しにおける不便を解消するとともに、これ
ら現金の引き出しにおいて遊技機が占拠された状態で離席が実施されることに伴なう稼働
率の低下を防止する等のことを目的として、クレジットカードを用いて遊技媒体であるパ
チンコ球を貸し出すものがあった（特許文献１）。
【０００３】
また、従来の遊技場において使用されているプリペイドカード等の遊技用記録媒体では、
正規に発行されたものでも、拾ったものでも遊技に使用できてしまうことから、これらの
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不都合を解消するためにクレジットカードを用いて遊技媒体であるパチンコ球を貸し出す
ものがあった（特許文献２）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－５４１５号公報 （第８頁～第１１頁、第１４図）
【特許文献２】
特開２００１－３１００７６号公報 （第７頁～第８頁、第２図）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これら前記した遊技用管理システムや遊技媒体貸出機構では、利用カード
を発行するため或いは玉貸を受けるためにクレジットカードを利用する毎に当該クレジッ
トカードを発行したクレジットカード会社にアクセスして利用確認を行うために、各遊技
場とクレジットカード会社を個々に接続しておく必要があり、システムの構築に際して多
大な費用が必要であるという問題があった。
【０００６】
よって、本発明は上記した問題点に着目してなされたもので、クレジットカードを使用す
る場合の利用確認を、各遊技場とカード会社とを個々に接続することなく実施できるよう
にすることで、システムの構築に際して従来のような多大な費用を必要としない遊技用シ
ステムを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記した問題を解決するために、本発明の遊技用システムは、クレジットカード会社に
接続された遊技用記録媒体管理機関に接続され、当該クレジットカード会社には直接接続
されていない予め管理登録された登録遊技場において会員登録した会員遊技者が遊技を実
施するための遊技用システムであって、
前記登録遊技場において発行され、遊技に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な遊
技用価値特定情報が記録された遊技用記録媒体の管理を行う前記遊技用記録媒体管理機関
に設けられ、前記会員遊技者が所有するクレジットカードの利用可否を判定可能な利用可
否情報を、当該クレジットカードを発行した前記クレジットカード会社より入手するため
のクレジット情報入手手段と、
前記登録遊技場に設けられ、
該登録遊技場において前記会員遊技者に対して発行される会員用記録媒体に記録される該
会員用記録媒体を個々に特定可能な会員用記録媒体特定情報と、当該会員用記録媒体の所
有者が所有するクレジットカードを個々に識別可能なクレジットカード識別情報と、当該
会員用記録媒体を所有する会員遊技者が過去の遊技にて獲得することで払い戻し可能に所
有する貯蓄遊技媒体数とを対応付けて記憶、管理する会員情報記憶管理手段と、
前記会員用記録媒体を受付け、該受付けた会員用記録媒体に記録されている前記会員用記
録媒体特定情報に対応付けて前記会員情報記憶管理手段に記憶されている貯蓄遊技媒体数
のうちの所定数の遊技媒体の払い戻しを実施する払戻手段と、
前記会員用記録媒体を受付け、該受付けた会員用記録媒体から前記会員用記録媒体特定情
報を読み取り、該読み取った会員用記録媒体特定情報を送信するための会員用記録媒体処
理手段と、
前記会員用記録媒体処理手段から送信されてきた前記会員用記録媒体特定情報と前記会員
情報記憶管理手段の記憶情報とに基づいて、前記会員用記録媒体処理手段にて受付けた会
員用記録媒体の所有者が所有するクレジットカードのクレジットカード識別情報を特定し
、該特定したクレジットカード識別情報と当該クレジットカードの利用確認を要求する旨
の情報とを少なくとも含むクレジットカードの利用確認要求を、前記遊技用記録媒体管理
機関に対して送信する利用確認要求送信手段と、
前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記利用確認要求送信手段からの利用確認要求の受信に基づいて、当該利用確認要求に含
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まれるクレジットカード識別情報から特定されるクレジットカードの利用可否を、前記ク
レジット情報入手手段により入手した当該クレジットカードの利用可否情報から特定して
確認するクレジット利用可否確認手段と、
該クレジット利用可否確認手段にて確認されたクレジットカードの利用可否を特定可能な
利用確認結果情報を前記登録遊技場に送信する利用確認結果情報送信手段と、
前記登録遊技場に設けられ、前記利用確認結果情報送信手段から送信されてくる利用確認
結果情報から特定されるクレジットカードの利用可否が利用可能であることに基づいて、
所定金額に相当する遊技に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な遊技用価値特定情
報が記録された遊技用記録媒体を発行する遊技用記録媒体発行手段と、
を備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技用記録媒体の発行をクレジットカードにて実施する場合におい
て、該クレジットカードの利用可否が、前記クレジット情報入手手段によりクレジットカ
ード会社より入手した当該クレジットカードの利用可否情報に基づいて、遊技用記録媒体
管理機関に設けられたクレジット利用可否確認手段にて特定されて、該利用可否を特定可
能な利用確認結果情報が遊技用記録媒体を発行する各登録遊技場に送信され、該利用確認
結果情報から特定されるクレジットカードの利用可否が利用可能である場合に遊技用記録
媒体が発行されることで、これらクレジットカードの利用確認が、既に各登録遊技場と接
続されている遊技用記録媒体管理機関を通じて実施されるようになるため、システムの構
築に際して従来のような多大な費用を必要とすることがない。
【０００８】
本発明の遊技用システムは、前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、前記クレジット情
報入手手段によって予めクレジットカード会社より入手した前記利用可否情報を記憶する
とともに、該利用可否情報を更新、管理するための利用可否情報記憶管理手段を備え、
前記クレジット利用可否確認手段は、前記利用可否情報記憶管理手段に記憶されている利
用可否情報に基づいて利用可否を特定、確認することが好ましい。
このようにすれば、利用確認要求の受信毎に利用可否情報をクレジットカード会社より入
手する場合に比較して、クレジットカードの利用可否の確認を迅速化することができる。
【０００９】
本発明の遊技用システムは、前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、クレジットカード
の利用可能額をクレジットカード会社より入手する利用可能額入手手段と、前記クレジッ
ト利用可否確認手段における確認結果が利用可であるときに、前記利用可能額入手手段に
よって入手した利用可能額を特定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信するため
の利用可能額情報送信手段と、を備え、
前記遊技用記録媒体発行手段は、前記利用可能額情報送信手段から送信されてきた利用可
能額情報から特定される利用可能額の範囲内の所定額に相当する大きさの遊技用価値を特
定可能な遊技用価値特定情報が記録された遊技用記録媒体を発行することが好ましい。
このようにすれば、各クレジットカードの利用可能額の範囲内の所定額に相当する遊技用
記録媒体しか発行されないため、クレジットカードによる遊技用記録媒体の過度の発行利
用を抑止することができる。
【００１０】
本発明の遊技用システムは、前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記遊技用記録媒体発行手段において遊技用記録媒体の発行に供された利用金額を各クレ
ジットカード毎に集計するための利用金額集計手段と、該利用金額集計手段にて集計され
た所定期間における合計利用金額と該所定期間において会員遊技者が利用可能として設定
された発行利用限度額とから、各時点における発行利用可能額を特定する発行利用可能額
特定手段と、を備え、
前記利用可能額情報送信手段は、前記利用可能額特定手段にて特定した発行利用可能額が
クレジットカード会社より入手した利用可能額以下であるときには該発行利用可能額を特
定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信し、前記利用可能額特定手段にて特定し
た発行利用可能額がクレジットカード会社より入手した利用可能額を上回るときには該利
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用可能額を特定可能な利用可能額情報を前記登録遊技場に送信することが好ましい。
このようにすれば、予め定められた所定期間において会員遊技者が利用可能な発行利用限
度額を設定しておくことで、該発行利用限度額と所定期間における合計利用金額とから特
定される発行利用可能額が、前記クレジットカード会社より入手した利用可能額以下であ
る場合には、該発行利用可能額を特定可能な利用可能額情報が遊技場に送信されて、該発
行利用可能額の範囲内の所定額に相当する遊技用記録媒体しか発行されないため、遊技用
記録媒体管理機関はクレジットカードの利用可能額とは個別にクレジットカードによる遊
技用記録媒体の過度の発行利用を抑止することができる。
【００１１】
本発明の遊技用システムは、前記遊技用記録媒体発行手段は、前記利用可能額情報送信手
段より送信されてくる利用可能額情報から特定される利用可能額を報知する利用可能額報
知手段を含むことが好ましい。
このようにすれば、遊技者は、自分がクレジットを利用して遊技用記録媒体の発行に使用
できる利用可能額を確認することができる。
【００１２】
本発明の遊技用システムは、前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、前記遊技用記録媒
体発行手段において遊技用記録媒体の発行に供された利用金額と該遊技用記録媒体の発行
に供された会員用記録媒体の会員用記録媒体特定情報から特定されるクレジットカード識
別情報とを含む利用情報を収集するための利用情報収集手段と、該利用情報収集手段にて
収集された利用情報をクレジットカード会社に送信するための利用情報送信手段と、を備
えることが好ましい。
このようにすれば、クレジットカード会社に利用金額とクレジットカード識別情報とを含
む利用情報が遊技用記録媒体管理機関を通じてクレジットカード会社に送信されるように
なるため、これら決済のための利用情報の収集のために、各遊技場とクレジットカード会
社とを個々に接続する必要がなく、システムの構築費用をより低減することができる。
【００１３】
本発明の遊技用システムは、前記登録遊技場に設けられ、
該登録遊技場にて発行済みの会員用記録媒体或いは新たに発行しようとする会員用記録媒
体に記録された前記会員用記録媒体特定情報と、前記発行済みの会員用記録媒体の所有者
或いは新たに発行しようとする会員用記録媒体の所有予定者が所有するクレジットカード
のクレジットカード識別情報とを入力するための登録情報入力手段と、
該登録情報入力手段から入力されたクレジットカード識別情報とクレジットカード識別情
報から特定されるクレジットカードの利用登録の可否確認を要求する旨の情報とを少なく
とも含む利用登録可否確認要求を前記遊技用記録媒体管理機関に送信するための利用登録
可否確認要求送信手段と、
前記遊技用記録媒体管理機関に設けられ、
前記利用登録可否確認要求送信手段からの利用登録可否確認要求の受信に基づいて、該受
信した利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカード識別情報と該クレジットカード
識別情報から特定されるクレジットカードの認証を要求する旨の情報を含む認証要求を、
当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社に対して送信する認証要求送信手
段と、
該認証要求送信手段からの認証要求の送信に基づいてクレジットカード会社から返信され
てくる認証結果に基づいて当該クレジットカードの認証可否を特定し、該特定した認証可
否が認証可であるときに、当該クレジットカードの利用登録を可能とする旨を特定可能な
利用登録確認情報を、前記利用登録可否確認要求を送信してきた登録遊技場に対して返信
する利用登録確認情報送信手段と、
前記登録遊技場に設けられ、前記利用登録確認情報送信手段からの利用登録確認情報の受
信に基づいて、前記登録情報入力手段から入力された会員用記録媒体特定情報とクレジッ
トカード識別情報とを対応付けて前記会員情報記憶管理手段に新たに登録させるための新
規会員情報登録手段と、
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を備えることが好ましい。
このようにすれば、新たなクレジットカードの利用を希望する会員の登録における認証確
認も、遊技用記録媒体管理機関を通じて実施されるようになるため、これら新たな利用登
録に伴う認証確認のために、各遊技場とクレジットカード会社とを個々に接続する必要が
なく、システムの構築費用をより低減することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１は本発明が適用された本実施例の遊技用システムの構成を示す図であり、この遊技用
システムは、遊技場において複数配置された遊技島に並設される遊技機としてのカードリ
ーダ式パチンコ機（以下パチンコ機）２に対して１対１に設置されるカードユニット３と
、遊技場の所定箇所に設置され、ビジターカードの発行を行うカード発行機２３と、遊技
場の所定箇所に設置され、該遊技場にて発行される遊技用記録媒体であるビジターカード
と、会員用記録媒体である会員カードに関する情報を管理するためのシステムコントロー
ラ１００と、予め管理登録されたこれらの各遊技場において発行されるビジターカードの
管理を行う遊技用記録媒体管理機関であるプリペイドカード管理会社に設置された管理サ
ーバ１２とから主に構成されており、システムコントローラ１００、カード発行機２３、
カードユニット３とはハブ（ＨＵＢ）８’（図３参照）並びに通信ケーブル８を介してデ
ータ通信可能に接続されているとともに、システムコントローラ１００と管理サーバ１２
とは通信回線網１１を介して双方向のデータ通信可能に接続されている。
【００１５】
また、プリペイドカード管理会社に設置された管理サーバ１２は、図１に示すように、予
め管理登録された各登録遊技場の会員カードを所持する会員遊技者が所有するクレジット
カードを発行している各クレジットカード会社Ａ，Ｂ，Ｃ…或いは各クレジットカード会
社からクレジットカードの管理を委託されているデータセンタ等の管理機関と双方向のデ
ータ通信可能に接続されていて、これら各クレジットカード会社Ａ，Ｂ，Ｃ…或いはデー
タセンタ等の管理機関から、会員遊技者が所有するクレジットカードの利用残額の情報を
入手できるようになっている。
【００１６】
尚、各クレジットカード会社Ａ，Ｂ，Ｃ…或いはデータセンタ等の管理機関は、銀行等の
金融機関に接続されていて、管理サーバ１２から送信されてくる前記管理登録された登録
遊技場においてビジターカードの発行に使用されたクレジットの利用金額（発行金額）と
クレジットカードのクレジットカードＩＤとの情報を含む利用情報の受信に基づいて、該
利用情報に含まれる利用金額（発行金額）をクレジットカード所有者の銀行口座から引き
落とす決済処理を金融機関との間において実施できるようになっている。
【００１７】
初めに、本実施例にて用いた会員用記録媒体である会員カードについて説明すると、本実
施例では、これら会員カード用の記録媒体として、カードユニット３内に設けられている
後述のカードリーダライタ３２７やカード発行機２３に設けられているカードリーダ４１
３やシステムコントローラ１００に接続されているカードリーダ１１５と非接触にてデー
タ通信を行うことが可能な非接触式ＩＣカードを使用しており、その内部メモリには、予
め会員登録をした会員遊技者に対して、各会員遊技者を個別に特定可能とするために各会
員遊技者に固有に付与された会員ＩＤと、各会員カードを個々に特定可能とするために、
各会員カードに固有に付与された会員用記録媒体特定情報である会員カードＩＤとが書き
換え不可に記憶されている。
【００１８】
また、カードユニット３またはカード発行機２３にて発行されるビジターカードについて
説明すると、このビジターカードにも会員カードと同様に非接触式ＩＣカードが使用され
ており、その内部メモリには、各ビジターカードに残存する遊技用価値である度数の大き
さを特定可能な遊技用価値特定情報であり、且つ各ビジターカードを個別に識別可能とす
るためのビジターカードＩＤ等が書き換え不可に記録されており、前記カードリーダライ
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タ３２７並びにカード発行機２３に設けられているカードリーダライタ４１５により、パ
チンコ玉の貸出に使用される遊技用価値である度数等の情報が書き換え可能に記録される
。
【００１９】
次いで、本実施例に使用したカードユニット３について簡潔に説明すると、このカードユ
ニット３は、前述のように遊技島に並設される遊技機としてのパチンコ機２に１対１に対
応して設置されている。
【００２０】
カードユニット３の前面には、図２に示すように、各種表示部や操作ボタン、紙幣挿入口
３０２、硬貨投入口３０３、硬貨返却口３１３、カード挿入口３１９、ビジターカード装
着口３１８が設けられている。
【００２１】
カードユニット３の前面に設けられる表示部のうち、多機能表示部３０１は、内部に設け
られた多機能ＬＥＤ３０１ａの発光態様によりカードユニット３の動作状況等が報知され
る。
【００２２】
また、カードユニット３の前面に設けられた表示部のうち、変更可能表示部３０５は、後
述する貸出処理における貸出単位（１回の貸出操作で使用される度数の大きさ）の変更が
可能である場合に、その内部に設けられた変更可能ＬＥＤ３０５ａ（図３参照）が点灯す
る。貸出単位表示部３０７は、前述した貸出単位が内蔵された貸出単位表示器３０７ａ（
図３参照）により表示される表示部であり、度数表示部３０９は、ビジターカードから読
み出された度数やエラーコード等が内蔵された度数表示器３０９ａ（図３参照）により表
示される表示部である。方向指示表示部３１１は、対応する遊技機の連結方向を示す表示
部であり、遊技機と接続されている場合に内部に設けられた方向指示ＬＥＤ３１１ａ（図
３参照）が点灯する。挿入中表示部３１２は、前記カード挿入口３１９に会員カードが挿
入中である場合に内部に設けられた挿入中ＬＥＤ３１２ａ（図３参照）が点灯する。会員
カード用表示部３１４は、受付中の会員カードから特定される貯蓄玉数に基づく再プレイ
可能回数等の情報が、内設された会員カード用表示器３１４ａ（図３参照）により表示さ
れる表示部である。
【００２３】
また、カードユニット３の前面に設けられたボタンのうち、硬貨返却ボタン３０４は、硬
貨投入口３０３から投入された硬貨が詰まった場合等において、硬貨を返却させる際に押
圧するボタンである。貸出単位変更ボタン３０６は、貸出単位を変更する際に押圧するボ
タンである。端数ボタン３０８は、度数表示部３０９の表示内容を変更表示させる際に押
圧するボタンである。テンキー３１５は、暗証番号等の入力を行う際に操作するキーであ
る。発行ボタン３１６は、クレジットを使用してビジターカードを発行させる際に押圧す
るボタンである。再プレイボタン３１７は、貯蓄玉数の払戻を実施する際に押圧するボタ
ンである。
【００２４】
また、カード挿入口３１９とビジターカード装着口３１８とは、遊技者から見て左右に並
設配置されている。カード挿入口３１９は、内蔵されるカードリーダライタ３２７（図３
参照）の第１のカードスロット（図示略）に連設されており、このカード挿入口３１９を
介して会員カード或いはカード発行機２３にて発行されたビジターカードを第１のカード
スロットに挿入可能とされているとともに、該第１のカードスロットに挿入されて使用済
みとなったビジターカードを回収するための回収機構を有しており、該回収機構により回
収されたビジターカードは再度発行に繰返し使用される。
【００２５】
また、ビジターカード装着口３１８は、カードリーダライタ３２７のビジターカード専用
収容室（図示略）に連設されており、このビジターカード装着口３１８を介してビジター
カードをビジターカード専用収容室に装着可能とされている。
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【００２６】
また、ビジターカード専用収容室にビジターカードが装着された際には、この装着された
ビジターカードの先端がビジターカード装着口３１８から突出する態様にて装着されるよ
うになる。また、このビジターカード装着口３１８の前面には、透明カバー部材３１８’
が取付けられるようになっており、これによりカードリーダライタ３２７に装着されたビ
ジターカードが、透明カバー部材３１８’を通して視認できるとともに、透明カバー部材
３１８’により装着されたビジターカードの抜き取りができない状態とされる。
【００２７】
図３は、カードユニット３の構成を示すブロック図である。カードユニット３は、会員用
記録媒体処理手段を成すカードリーダライタ３２７と、制御ユニット３２８と、から主に
構成されている。
【００２８】
本実施例のカードリーダライタ３２７は、前述したカード挿入口３１９から挿入された会
員カードやビジターカード、並びにビジターカード装着口３１８に装着されたビジターカ
ードの記録情報の読み出し並びに書き込みを行うとともに、ＨＵＢ８’を介してシステム
コントローラ１００とデータ通信可能に接続されており、前記カード挿入口３１９から挿
入されたカードがビジターカードである場合には、該ビジターカードに記録されている度
数の情報やビジターカードＩＤがカードリーダライタ３２７にて読み取られてシステムコ
ントローラ１００に送信されることで、該ビジターカードの照合がシステムコントローラ
１００にて実施されるとともに、挿入されたカードが会員カードである場合には、該会員
カードに記録された会員ＩＤや会員カードＩＤが読み取られてシステムコントローラ１０
０に送信されることで、システムコントローラ１００にて貯蓄玉数の特定や該会員遊技者
が所有しているクレジットカードのクレジットカードＩＤや使用期限の特定が実施される
。
【００２９】
制御ユニット３２８には、前述した各種ＬＥＤや表示器、スイッチ等の各種電気部品や紙
幣識別ユニット３２２、硬貨識別ユニット３２４、が接続されている。
【００３０】
制御ユニット３２８に接続された各種スイッチのうち、貸出単位変更スイッチ３０６ａは
、貸出単位変更ボタン３０６の操作を検知するスイッチであり、端数スイッチ３０８ａは
、端数ボタン３０８の操作を検知するスイッチであり、テンキースイッチ３１５ａは、テ
ンキーの操作を検知するスイッチであり、発行スイッチ３１６ａは、発行ボタン３１６の
操作を検知するスイッチであり、再プレイスイッチ３１７ａは、再プレイボタン３１７の
操作を検知するスイッチである。
【００３１】
また、制御ユニット３２８には、特に図示しないが、接続されたパチンコ機２に設けられ
る貸出ボタン（パチンコ玉の貸出を行う際に操作されるボタン）や返却ボタン（受付け中
の会員カードを返却させる際に操作されるボタン）の操作を検知する貸出スイッチや返却
スイッチが接続されている。
【００３２】
本実施例において制御ユニット３２８に接続された紙幣識別ユニット３２２は、紙幣挿入
口３０２に投入された紙幣を取り込んでその真贋や紙幣種別の識別を行う。また、硬貨識
別ユニット３２４は、硬貨投入口３０３より投入された硬貨の真贋並びに硬貨種別の識別
を行う。
【００３３】
制御ユニット３２８に接続された各種ＬＥＤや表示器は、制御ユニット３２８により制御
される。また、制御ユニット３２８は、各種スイッチの検出信号や、紙幣識別ユニット３
２２や硬貨識別ユニット３２４による識別信号の出力を受けて各種の制御を行う。
【００３４】
また、制御ユニット３２８は、対応するパチンコ機２と接続されており、貸出処理に伴う
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各種の信号の授受が可能とされているとともに、前述したカードリーダライタ３２７とデ
ータ通信可能に接続されて各種コマンドの送受が実施可能とされている。
【００３５】
本実施例のカードユニット３は、カード挿入口３１９に挿入されたビジターカードの使用
の可／不可を判別する受付処理と、この受付処理において受付けられたビジターカードよ
り読み出された度数を使用して、対応するパチンコ機２に対してパチンコ玉の貸出を実施
させる貸出処理と、カード挿入口３１９に会員カードが受付中である場合に、該会員カー
ドに記録された会員カードＩＤからシステムコントローラ１００において特定されるクレ
ジットカードＩＤ並びに有効期限に基づいて、クレジットを使用して所定金額である１０
００円に相当する１０度数をビジターカード装着口３１８に装着されているビジターカー
ドに記録した後、この記録した度数の全てを使用して対応するパチンコ機２に対してパチ
ンコ玉の貸出を実施させるクレジット発行貸出処理や、前記カード挿入口３１９に会員カ
ードやビジターカードが受付け中でない状況において低額紙幣（１０００円紙幣）または
硬貨（１００円硬貨、５００円硬貨）が挿入または投入されて識別された場合に、この識
別された金額に相当する度数をビジターカード装着口３１８に装着されているビジターカ
ードに記録した後、この記録した度数の全てを使用して対応するパチンコ機２に対してパ
チンコ玉の貸出を実施させる現金発行貸出処理や、対応するパチンコ機２に対し、以前の
遊技にて貯蓄した貯蓄玉数のうちの所定数のパチンコ玉の払い戻しを実施させる払戻処理
を行うようになっている。
【００３６】
次いで、本実施例の遊技用システムを構成するカード発行機２３を図４～図６に基づいて
説明すると、該カード発行機２３の外観形状は図４に示すようになっており、その前面に
ビジターカードの発行が可能であることを点灯することにより利用者に報知するための動
作ランプ４０１と、会員カードを挿入するための会員カード挿入口４０２と、該会員カー
ド挿入口４０２からの会員カードの返却を点滅点灯により報知するための会員カードイン
ジケータ４０３と、硬貨を投入するための硬貨投入口４１０と、紙幣を挿入するための紙
幣挿入口４１１と、該紙幣挿入口４１１からの返却紙幣或いは釣銭紙幣の排出を点滅点灯
により報知する紙幣インジケータ４１２と、ビジターカードが排出されるカード発行口４
０６と、該カード発行口４０６からビジターカードが排出されていることを点滅点灯によ
り報知する発行インジケータ４０７と、クレジットによるビジターカードの発行において
発行されるレシートが排出されるレシート排出口４０８と、該レシート排出口４０８から
レシートが排出されていることを点滅点灯により報知するレシートインジケータ４０９と
、該カード発行機２３の操作ガイドや会員カードの挿入時においてビジターカードの発行
に使用可能な利用可能額等が表示される表示部４０４及び利用者が操作可能な入力部４０
５からなる操作部４２７と、が設けられている。
【００３７】
前記操作部４２７は、図４に示すように、該カード発行機２３の前面に形成された凹部４
２６の底面に設けられており、入力部４０５からの暗証番号の入力状況が外方から不用意
に見られないようになっている。
【００３８】
また、該操作部４２７の入力部４０５には、図５に示すように、ビジターカードの購入金
額を選択する金額入力キー４２２（１０００円、３０００円、５０００円、１００００円
）と、暗証番号を入力するテンキー４２３（０～９）と、ビジターカードの発行を中止す
る際に操作されるキャンセルキー４２４と、前記テンキー４２３にて入力した暗証番号を
決定する決定キー４２５とが設けられている。
【００３９】
このカード発行機２３の構成について説明すると、図６のブロック図に示すように、該カ
ード発行機２３には、前記動作ランプ４０１や、会員カードインジケータ４０３や、表示
部４０４に内設されて操作案内や利用可能額等の情報を表示する表示パネル４０４ａや、
入力部４０５に設けられた金額入力キー４２２やテンキー４２３、キャンセルキー４２４
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、決定キー４２５に対応する各スイッチが設けられたスイッチモジュール４０５ａや、発
行インジケータ４０７や、レシートインジケータ４０９や、紙幣インジケータ４１２に加
えて、前記会員カード挿入口４０２に連設され、挿入される会員カードより該会員カード
に記録されている会員ＩＤや会員カードＩＤの読み取りを実施するカードリーダ４１３と
、硬貨投入口４１０に連設されて投入された硬貨の真贋と硬貨金種の識別を行う硬貨識別
ユニット４２８と、紙幣挿入口４１１に連設されて投入された紙幣を取り込んでその真贋
や紙幣種別の識別を行う紙幣識別ユニット４１６と、前記カード発行口４０６に連設され
、発行するビジターカードのビジターカードＩＤを読み取るとともに、発行金額に相当す
る大きさの度数データの書込を実施するカードリーダライタ４１５と、前記レシート排出
口４０８に連設され、内部に収容されたプリント紙にビジターカードの発行に供された金
額である発行金額等が記載されるレシートを印刷して前記レシート排出口４０８に排出す
るプリンタ４１４と、前記表示部４０４の表示動作の制御を行う表示ドライバ４１７と、
後述するマイクロプロセッシングユニット（ＭＰＵ）４２０の制御内容が記述された制御
プログラム等を記憶する記憶部４１８や、前記システムコントローラ１００とのデータ通
信を行うための通信部４２９や、各種の制御処理を実施するマイクロプロセッシングユニ
ット（ＭＰＵ）４２０とを搭載された制御ユニット４２１と、が設けられ、該制御ユニッ
ト４２１は前記した各部に図６に示すように接続されて、その動作や点灯・消灯、表示内
容等が制御ユニット４２１により制御されるようになっており、前記マイクロプロセッシ
ングユニット（ＭＰＵ）４２０が実施する制御プログラムに基づいてカード発行機２３に
おいては、各種スイッチの検出信号や、紙幣識別ユニット４１６や硬貨識別ユニット４２
８による識別信号の出力を受けて、硬貨や紙幣の現金によるビジターカードの購入が実
施可能とされている。
【００４０】
また、本実施例のカード発行機２３は、前記通信部４２９並びに通信ケーブル８を通じて
システムコントローラ１００に接続されており、該システムコントローラ１００に対して
前記カードリーダ４１３にて読み取った会員カードの会員ＩＤや会員カードＩＤを含む発
行許諾要求を送信するとともに（図１２参照）、該発行許諾要求の送信に基づいてシステ
ムコントローラ１００から送信されてくる発行許諾としての利用可能額が前記表示部４０
４に表示されるように、前記制御ユニット４２１により制御されるとともに、これら利用
可能額の範囲内の所定額に相当するビジターカードを発行するように制御されることで、
会員カードを使用してのクレジット利用によるビジターカードの購入が可能とされている
。
【００４１】
ここで、本実施例に用いたシステムコントローラ１００の構成について図７に基づいて説
明すると、該システムコントローラ１００は、コンピュータ内部にてデータの送受を行う
データバス１０１に、該システムコントローラ１００が実施する後述する各種処理を行う
ＣＰＵ１０２、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ１０３、時刻情報やカレンダ情報
を出力するＲＴＣ１０４、磁気ディスクや光磁気ディスクから成り、前記ＣＰＵ１０２が
実施する各種処理内容が記述されたプログラムや後述する各種テーブル（データベース）
を記憶するための記憶装置１０５、ファンクションメニュー等が独自に割り当てられた専
用化されたキーボードである入力装置１０６、各種情報を表示出力する表示装置１０７、
各種情報をプリント出力するプリンタ１０８、前記カードユニット３（カードリーダライ
タ３２７）並びにカード発行機２３とのデータ通信を行う通信部１０９、新たに利用可能
とする会員遊技者が所有するクレジットカードのクレジットカードＩＤや当該会員遊技者
に対して発行済み或いは発行予定の会員カードの会員カードＩＤを読み取るためめのカー
ドリーダ１１５が接続可能とされ、該カードリーダ１１５にて読み取られた各データを入
力するための入力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１１０と、前記プリペイドカード会社に設
けられた管理サーバ１２と電話回線を通じて双方向のデータ通信を可能とするためのデジ
タルサービスユニット（ＤＳＵ）１１１が接続された通常のコンピュータである。
【００４２】
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また、前記ＣＰＵ１０２は、前記記憶装置１０５に記憶されている処理プログラムに基づ
いて、当該遊技場において発行された遊技用記録媒体であるビジターカードに残存する度
数等のビジターカードに関する情報の管理処理を実施する。
【００４３】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、当該遊技場における各会員遊技
者に関する情報とともに、各会員遊技者に既に発行済み或いは新たに発行しようとする会
員用記録媒体である会員カードに関する情報の管理処理を実施する。
【００４４】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、既に発行済み或いは新たに発行
しようとする会員カードの会員カードＩＤに対応付けて、当該会員カードの所持者或いは
所持予定者が所有するクレジットカードのクレジットカードＩＤを後述する会員情報テー
ブルに記憶する新規会員情報登録処理を実施する。
【００４５】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、前記新規会員情報登録に際して
、新規に利用登録するクレジットカードのクレジットカードＩＤと利用期限とを含む利用
登録可否確認要求を管理サーバ１２に送信する利用登録可否確認要求送信処理を実施する
。
【００４６】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、前記カードユニット３やカード
発行機２３から送信されてくる発行許諾要求に含まれる会員カードＩＤから当該会員カー
ドを所持する会員遊技者の所有するクレジットカードのクレジットカードＩＤと利用期限
とを特定し、該特定したクレジットカードＩＤと利用期限とを含む利用確認要求を管理サ
ーバ１２に対して送信する利用確認要求送信処理を実施する。
【００４７】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、前記利用確認要求の送信に基づ
いて管理サーバ１２から返信されてくる利用可能額データにより特定される金額が存在す
る場合に、ビジターカードの発行を許諾し、発行許諾要求を送信してきたカードユニット
３またはカード発行機２３に対し利用可能額データにより特定される金額である利用可能
額の情報を含む発行許諾を返信する発行許諾返信処理を実施する。
【００４８】
さらに前記ＣＰＵ１０２は、処理プログラムに基づいて、カードユニット３またはカード
発行機２３にてビジターカードの発行に使用されたクレジット利用額の情報を含む利用情
報を管理サーバ１２に送信する利用情報送信処理等を実施する。
【００４９】
また、前記記憶装置１０５には、これら各種処理を実施するための処理プログラムに加え
て、図７に示す会員情報テーブルを含む各種テーブル（データベース）が記憶されている
。
【００５０】
まず、本発明の会員情報記憶管理手段を成す図７の会員属性情報テーブルには、各会員カ
ードの会員ＩＤ毎に、各会員カードを個々に識別可能とするために各会員カードに固有に
付与されて記録されている会員カードＩＤと、利用登録がある場合には各会員カードを所
持する会員遊技者のクレジットカードのクレジットカードＩＤと、該クレジットカードの
有効期限と、各会員遊技者が所有するその時点の貯蓄玉数と、本人確認のための暗証番号
と、来店ポイント、並びに当該会員カードを所持する会員遊技者の氏名（名字並びに名前
）、性別、年齢、誕生日、郵便番号、住所、電話番号等の各会員遊技者並びに会員カード
に関する情報が対応付けて登録されている。
【００５１】
また、記憶装置１０５には、当該遊技場にて発行されたビジターカードを管理するための
図示しないカードマスターテーブルが記憶されており、該カードマスターテーブルには、
ビジターカードのカードＩＤ毎に、当該ビジターカードを発行した処理装置を特定可能な
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情報である前記カードユニット３或いは発行装置２３に固有に付与された装置ＩＤと、該
発行処理に供された発行額に相当する発行度数と、該発行度数から後述の貸出処理に使用
された使用度数と、前記発行度数のうち未だ貸出処理に使用されていない残存度数等の各
情報が対応付けて登録されていて、これらカードマスターテーブルに登録されている残存
度数と対応するビジターカードに記録されている残存度数とが一致するように記憶、管理
されている。
【００５２】
次いで、本実施例に用いた管理サーバ１２の構成について図９に基づいて説明すると、該
管理サーバ１２は、コンピュータ内部にてデータの送受を行うデータバス１６０に、該管
理サーバ１２が実施する後述する各種処理を行うＣＰＵ１６２、ワークメモリ等として使
用されるＲＡＭ１６３、時刻情報やカレンダ情報を出力するＲＴＣ１６４、磁気ディスク
や光磁気ディスクから成り、前記ＣＰＵ１６２が実施する各種処理内容が記述されたプロ
グラムや後述する各種テーブルやデータベースを記憶するための記憶装置１６５、該管理
サーバ１２への入力や管理サーバ１２の操作を実施する操作用端末１６７を接続するため
の端末用インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１６６、各クレジットカード会社やクレジットカー
ド会社から管理委託を受けているデータセンターとの双方向のデータ通信を行うための通
信装置１８０を接続するための通信部１６９、予め管理登録された各登録遊技場に設置さ
れている前記システムコントローラ１００と電話回線を通じて双方向のデータ通信を可能
とするためのデジタルサービスユニット（ＤＳＵ）１６１が接続された比較的処理能力に
優れたコンピュータである。
【００５３】
また、前記ＣＰＵ１６２は、前記記憶装置１６５に記憶されている処理プログラムに基づ
いて、予め管理登録された各登録遊技場において発行された遊技用記録媒体であるビジタ
ーカードの発行状況や該発行金額、各ビジターカードから遊技に使用された使用度数や各
ビジターカードの残存度数等のビジターカードに関する情報に基づいてビジターカードの
管理処理を実施する。
【００５４】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、前記システムコントローラ１０
０から利用確認要求を受信した際に、該利用確認要求に含まれるクレジットカードＩＤの
利用可否を、クレジットカード管理データベース（ＤＢ）に記憶されている利用可能額に
基づいて特定し確認するクレジット利用可否確認処理を実施する。
【００５５】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、各登録遊技場における会員カー
ドを所持或いは所持予定の会員遊技者が所有するクレジットカードの利用可否を判定可能
な利用可否情報として、各クレジットカードの利用可能額を前記通信装置１８０を介して
接続されている各クレジットカード会社（データセンタ）から入手するクレジット情報入
手処理を実施する。
【００５６】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、各クレジットカード会社から１
日に１回、各登録遊技場の営業開始前の所定時間帯において予め入手した利用可能額を各
クレジットカードのクレジットカードＩＤに対応付けて後述するクレジットカード管理デ
ータベース（ＤＢ）に記憶、管理する利用可否情報記憶管理処理を実施する。
【００５７】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、クレジット利用可否確認処理に
て特定した利用可能額を特定可能な利用可能額データを利用確認結果情報（利用可能額情
報）としてシステムコントローラ１００に送信する利用確認結果情報送信処理（利用可能
額情報送信処理）を実施する。
【００５８】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、各登録遊技場に設けられたシス
テムコントローラ１００から送信されてくる利用情報を受信して、該利用情報に基づく発
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行履歴をカード発行履歴テーブルに登録することで各登録遊技場における利用情報を収集
する利用情報収集処理を実施する。
【００５９】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、前記利用情報収集処理にて収集
した利用情報を前記通信装置１８０を介して接続されている各クレジットカード会社（デ
ータセンタ）に送信する利用情報送信処理を実施する。
【００６０】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、各クレジットカード毎の所定期
間（１ヶ月）のクレジット利用によるビジターカードの発行額である利用金額を集計して
その月の合計利用金額である当月利用合計額を算出する利用金額集計処理を行う。
【００６１】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、前記にて集計した当月利用合計
額を予め定められた発行利用限度額とから差し引いて当月利用可能残額を算出し、該算出
した当月利用可能残額と前記クレジット情報入手処理にて入手したクレジットカードの利
用可能額とから、当該クレジットカードを所有する会員遊技者の利用可能額を特定する発
行利用可能額特定処理を実施するとともに、該特定した利用可能額をシステムコントロー
ラ１００に対して送信（返信）する利用可能額情報送信処理を実施する。
【００６２】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、前記システムコントローラ１０
０からの利用登録可否確認要求の受信に基づいてクレジットカードの認証要求を前記通信
装置１８０を介して接続されている各クレジットカード会社（データセンタ）に送信する
認証要求送信処理を実施する。
【００６３】
さらに前記ＣＰＵ１６２は、処理プログラムに基づいて、前記認証要求送信処理における
認証要求の送信に基づいて各クレジットカード会社（データセンタ）から返信されてくる
認証結果に基づいてクレジットカードの認証可否を特定し、該特定した認証可否が認証可
であるときに、当該クレジットカードの利用登録を可能とする旨を特定可能な利用登録確
認情報をシステムコントローラ１００に返信する利用登録確認情報送信処理等を実施する
。
【００６４】
また、前記記憶装置１６５には、これらの各処理を実施するための処理プログラムに加え
て、図１０に示すクレジットカード管理データベースや、図１１に示すカード発行履歴テ
ーブルが記憶されている。
【００６５】
まず、本実施例のクレジットカード管理データベースには、図１０に示すように、各登録
遊技場において会員カードを所持或いは所持予定の会員遊技者が所有するクレジットカー
ドのクレジットカードＩＤに対応付けて、各クレジットカードの有効期限や、１日に１回
、各登録遊技場の営業開始前の所定時間帯において予め各クレジットカード会社（データ
センタ）から入手した各クレジットカードの利用可能額や、各クレジットカード毎の所定
期間（１ヶ月）のクレジット利用によるビジターカードの発行額である利用金額の集計金
額である当月利用合計額や、該当月利用合計額を予め定められた発行利用限度額（本実施
例では５００００円）から差し引いた金額である当月利用可能残額とが対応付けて記憶さ
れている。
【００６６】
このように、本実施例では、各クレジットカードの利用可否を判定可能な利用可否情報と
しての各クレジットカードの利用可能額（例えば、クレジットカードＩＤが「ＺＺＺＺ－
ｙｙｙｙ－ｓｓｓｓ－ｔｔｔｔ」のように、利用可能額が「０」であれば利用不可である
と判定できる）を、予め各クレジットカード会社（データセンタ）から入手して前記クレ
ジットカード管理データベースに記憶するようにしており、このようにすることは、その
都度、クレジットカードの利用可能額をクレジットカード会社（データセンタ）から入手
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する場合に比較して、クレジットカード管理データベースの記憶内容に基づいてクレジッ
トカードの利用可否の確認を迅速に実施できるようになることから好ましいが、本発明は
これに限定されるものではなく、これらクレジットカードの利用可否の確認を、確認の必
要が生じる毎にクレジットカードの利用可能額をクレジットカード会社（データセンタ）
から入手するようにしても良い。
【００６７】
また、本実施例のカード発行履歴テーブルには、図１１に示すように、各登録遊技場に設
置されているシステムコントローラ１００から送信されてくる利用情報に基づいて、該利
用情報に含まれる発行時刻、発行されたビジターカードのビジターカードＩＤ、利用種別
（貨幣による発行には「現金」が登録され、クレジットの利用による発行には「クレジッ
ト」が登録される）、クレジットカードＩＤ（クレジット利用のみ）、発行金額、発行装
置が登録されるとともに、該利用情報を送信してきたシステムコントローラ１００が設置
されている登録遊技場を個々に特定可能な遊技場ＩＤが発行遊技場に登録されることで、
クレジットを利用してのビジターカードの発行を含む各登録遊技場におけるビジターカー
ドの発行履歴が全て収集、管理されるとともに、利用種別に「クレジット」が登録されて
いるクレジットを利用してのビジターカードの発行の場合には、該発行履歴におけるクレ
ジットカードＩＤと発行金額（利用金額）とを含む利用情報をクレジットカード会社に送
信することにより、該発行履歴に対応する利用情報送信の項目に「済み」が記憶されるよ
うになっている。
【００６８】
尚、図１１には本日分のカード発行履歴テーブルを示すが、前記記憶装置１６５には本日
以前の所定期間（本実施例では１週間）のカード発行履歴テーブルが記憶、保持されてい
る。
【００６９】
以下、本実施例の遊技用システムの処理状況について説明する。まず、クレジットカード
の利用登録における処理状況を図１３、図１４、図１５に基づいて説明する。会員遊技者
が自分のクレジットカードをビジターカードの発行に使用したい場合には、自分のクレジ
ットカードと発行済みである場合には会員カードとを店員に渡す。尚、新規に会員登録し
て会員カードの発行時にクレジットカードの利用登録を行う場合にはクレジットカードの
みを渡す。
【００７０】
該クレジットカードと会員カード（発行済みの場合のみ）を受け取った店員は、まず、シ
ステムコントローラ１００において図示しない新規クレジットカード利用登録メニューを
選択し、表示装置１０７に図１４に示す新規クレジットカード利用登録画面を表示させる
。
【００７１】
該新規クレジットカード利用登録画面の表示に基づいて、システムコントローラ１００に
接続されているカードリーダ１１５に発行済みの会員カード或いは発行予定の会員カード
とクレジットカードとを挿入することで、該挿入された会員カードに記録されている会員
ＩＤと会員カードＩＤと、挿入されたクレジットカードに記録されているクレジットカー
ドＩＤが読み取られて、新規クレジットカード利用登録画面に表示された会員ＩＤと会員
カードＩＤ並びにクレジットカードＩＤに自動的に入力されるとともに、該読み取り後に
会員カードとクレジットカードがカードリーダ１１５から自動排出される。
【００７２】
次いで、クレジットカードにエンボス加工により表記されている有効期限を新規クレジッ
トカード利用登録画面のクレジットカード情報に設けられている有効期限に選択入力した
後、該利用登録画面の下部位置に設けられている「登録」の選択入力部を選択入力する。
【００７３】
この「登録」の選択入力に基づいて、システムコントローラ１００のＣＰＵ１０２は、新
規クレジットカード利用登録画面に入力されたクレジットカードＩＤと利用期限とを含む
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利用登録可否確認要求をプリペイドカード管理会社に設置されている管理サーバ１２に送
信する。
【００７４】
該利用登録可否確認要求を受信に基づいて、管理サーバ１２のＣＰＵ１６２は、受信した
利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカードＩＤと利用期限とを含む認証要求を、
クレジットカードＩＤから特定される当該クレジットカードを発行したクレジットカード
会社（データセンタ）に対して送信する。
【００７５】
この認証要求を受信したクレジットカード会社（データセンタ）では、該認証要求に含ま
れるクレジットカードＩＤと利用期限とから該クレジットカードの認証を実施し、前記認
証要求を送信してきた管理サーバ１２に該認証結果（認証可／認証不可）を返信する。
【００７６】
この認証結果の受信に基づいて、管理サーバ１２のＣＰＵ１６２は、受信した認証結果か
ら認証の可否を特定し、認証可ならば前記利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカ
ードＩＤと当該クレジットカードの利用登録を可能とする旨を特定可能な利用登録確認情
報を送信し、認証不可ならば前記利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカードＩＤ
と当該クレジットカードの利用登録を不可とする旨を特定可能な利用登録不可情報を利用
登録可否確認要求を送信してきたシステムコントローラ１００に対して返信する。
【００７７】
該管理サーバ１２からの利用登録確認情報の受信に基づいて、システムコントローラ１０
０のＣＰＵ１０２は、利用登録が可能であると断定し、前記新規クレジットカード利用登
録画面に表示されている会員ＩＤと会員カードＩＤ並びにクレジットカードＩＤと利用期
限とを、前記会員情報テーブルに会員ＩＤと会員カードＩＤが既に登録されている場合に
は、会員ＩＤと会員カードＩＤに対応付けてクレジットカードＩＤと利用期限を登録し、
前記会員情報テーブルに会員ＩＤと会員カードＩＤが登録されていない場合には、会員Ｉ
Ｄと会員カードＩＤ並びにクレジットカードＩＤと利用期限とを対応付けて記憶すること
で、システムコントローラ１００の表示装置１０７には、図１５に示す新規登録完了が表
示されることで、店員は会員カードとクレジットカードとを会員遊技者に返却し、会員遊
技者は、カードユニット３やカード発行機２３に会員カードを挿入することで、クレジッ
トを利用したビジターカードの発行を受けることができるようになる。
【００７８】
尚、これら会員ＩＤと会員カードＩＤ並びにクレジットカードＩＤと利用期限とが新規に
登録された場合には、暗証番号や該会員遊技者に関する情報を、図示しない会員情報登録
画面から別途入力することで、該入力された暗証番号や会員情報が会員情報テーブルに登
録される。
【００７９】
また、前記管理サーバ１２は、前記システムコントローラ１００に対して利用登録確認情
報を返信した後、前記利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカードＩＤと利用期限
とを図１０に示すクレジットカード管理データベースに登録するとともに、該登録したク
レジットカードの利用可能額を入手するために、該登録したクレジットカードＩＤを含む
利用可能額入手要求をクレジットカード会社（データセンタ）に対して送信する。
【００８０】
そして、該利用可能額入手要求の送信に基づいてクレジットカード会社（データセンタ）
から返信されてくる利用可能額を、前記送信した利用可能額入手要求に含まれるクレジッ
トカードＩＤに対応するクレジットカード管理データベースの利用可能額に登録すること
で、予め利用可能額を入手して登録するとともに、当月利用合計額には「０」を登録し、
当月利用可能残額には、発行利用限度額である５００００円を登録する。
【００８１】
尚、本実施例では、前述したように、認証要求と利用可能額入手要求とを個別にクレジッ
トカード会社（データセンタ）に対して送信するようにしているが、本発明はこれに限定
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されるものではなく、認証要求の送信に代えて利用可能額入手要求を送信し、該利用可能
額入手要求に対して返信されてくる利用可能額が「０」であれば認証不可とし、利用可能
額が「０」でなければ利用可として判断するようにしても良い。
【００８２】
次いで、会員遊技者が会員カードを使用してビジターカードの発行を受ける場合の処理に
ついて、図１２、図１６に基づいて説明する。
【００８３】
会員遊技者がカードユニット３或いはカード発行機２３にてビジターカードの発行を受け
たい場合には、前記カード挿入口３１９または会員カード挿入口４０２に会員カードを挿
入するとともに、カードユニット３の場合には発行ボタン３１６を押圧操作すると、前記
会員カード用表示部３１４または表示部４０４に暗証番号の入力を促す所定表示（図１６
参照）が表示されることで、前記テンキー３１５またはテンキー４２３から暗証番号を入
力すると、前記会員カード用表示部３１４または表示部４０４には照会中を示す表示が表
示される（図１６参照）。
【００８４】
尚、カードユニット３において前記会員カードの挿入後に再プレイボタン３１７を押圧操
作した場合には、暗証番号の受付けによる照会が実施された後、貯玉を使用しての払戻処
理が実施される。
【００８５】
前記暗証番号の受付けに基づいて、カードリーダライタ３２７またはカードリーダ４１３
により挿入された会員カードから読み取られた会員カードＩＤと前記テンキー３１５から
入力された暗証番号とカードユニット３またはカード発行機２３に個別に付与された装置
ＩＤとを含む発行許諾要求がシステムコントローラ１００に対して送信される。
【００８６】
この発行許諾要求を受信したシステムコントローラは、該受信した発行許諾要求に含まれ
る会員カードＩＤと暗証番号とが前記会員情報テーブルに記憶されている会員カードＩＤ
と暗証番号とに一致するかを照合し、一致する場合には、会員情報テーブルにおいて会員
カードＩＤに対応付けて登録されているクレジットカードＩＤと利用期限とを特定し、該
特定したクレジットカードＩＤと利用期限と遊技場ＩＤとを含む利用確認要求を管理サー
バ１２に対して送信する利用確認要求送信処理を実施する。
【００８７】
この利用確認要求を受信した管理サーバ１２は、該受信した利用確認要求に含まれるクレ
ジットカードＩＤと利用期限とが前記クレジットカード管理データベースの記憶内容と一
致するかを照合するとともに、一致する場合には、該クレジットカードＩＤに対応して登
録されている利用可能額が「０」でないか、つまり、「０」である場合には利用不可と判
定し、「０」でない、具体的には本実施例では利用可能額の最少単位が１０００円なので
、少なくとも１０００円以上の利用可能額が存在する場合には利用可能と判定することで
、クレジットカードの利用可否を判定して確認するクレジット利用可否確認処理を実施す
る。
【００８８】
そして、クレジットカード管理データベースにおいてクレジットカードＩＤに対応付けて
記憶されている利用可能額と当月利用可能残額とを比較し、当月利用可能残額がクレジッ
トカード会社より入手した利用可能額以下であるときには該当月利用可能残額を特定可能
な利用可能額データを、前記利用確認要求を送信してきたシステムコントローラ１００に
対して利用確認結果情報並びに利用可能額情報として返信し、当月利用可能残額がクレジ
ットカード会社より入手した利用可能額を上回るときには該クレジットカード会社より入
手した利用可能額を特定可能な利用可能額データを、前記利用確認要求を送信してきたシ
ステムコントローラ１００に対して利用確認結果情報並びに利用可能額情報として返信す
る。具体的に、図１０に示すクレジットカード管理データベースの登録内容を例に説明す
ると、クレジットカードＩＤが「ＡＡＡＡ－ＢＢＢＢ－ＣＣＣＣ－ＤＤＤＤ」のクレジッ
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トカードの場合には、当月利用可能残額が２００００円であって、クレジットカード会社
より入手した利用可能額である２２０００円以下であることから、当月利用可能残額であ
る２００００円を特定可能な利用可能額データがシステムコントローラ１００に対して送
信され、クレジットカードＩＤが「ＮＮＮＮ－ｎｎｎｎ－ＧＧＧＧ－ｃｃｃｃ」のクレジ
ットカードの場合には、当月利用可能残額が４７０００円であって、クレジットカード会
社より入手した利用可能額である３００００円よりも上回ることから、このクレジットカ
ード会社より入手した利用可能額である３００００円を特定可能な利用可能額データがシ
ステムコントローラ１００に対して送信（返信）される。
【００８９】
尚、本実施例では、返信される利用可能額情報である利用可能額データにより特定される
金額が存在する場合には、当該クレジットカードの利用可否を特定可能であることから利
用確認結果情報並びに利用可能額情報として利用可能額データのみを返信するようにして
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら利用可能額データとともにクレ
ジットカードの利用可否の確認結果を特定可能な情報を返信するようにしたり、利用可能
額情報を送信しない場合には、クレジットカードの利用可否の確認結果を特定可能な情報
のみを返信するようにしても良い。
【００９０】
この利用確認結果情報並びに利用可能額情報としての利用可能額データを管理サーバ１２
から受信したシステムコントローラ１００は、利用可能額データから特定した金額が「０
」ではなく、存在する場合において発行を許諾し、発行許諾要求を送信してきたカードユ
ニット３またはカード発行機２３に対し利用可能額データにより特定される金額である利
用可能額の情報を含む発行許諾を返信する。
【００９１】
この発行許諾を受信したカードユニット３またはカード発行機２３は、該発行許諾に含ま
れる利用可能額を特定し、該利用可能額を会員カード用表示部３１４または表示部４０４
に表示する（図１６参照）。尚、カードユニット３の会員カード用表示部３１４において
は、利用可能額が該利用可能額に相当する度数として表示される。
【００９２】
該会員カード用表示部３１４への利用可能額に相当する度数の表示に伴ってカードユニッ
ト３においては、利用可能額の範囲内の所定金額である１０００円に相当する１０度数を
ビジターカード装着口３１８に装着されているビジターカードに記録することでビジター
カードの発行を実施した後、この記録した１０度数の全てを使用して対応するパチンコ機
２に対してパチンコ玉の貸出を実施させるクレジット発行貸出処理が実施されるとともに
、ビジターカード装着口３１８に装着されているビジターカードのビジターカードＩＤと
発行額と受付け中の会員カードＩＤと装置ＩＤとを含む発行情報がシステムコントローラ
１００に送信される。尚、システムコントローラ１００では、これらカードユニット３か
らの発行情報の受信の場合には、該発行とともに該発行額が遊技に使用されたものと判断
する。
【００９３】
また、表示部４０４への利用可能額の表示（図１６参照）に伴ってカード発行機２３にお
いては金額入力キー４２２からの発行額の入力受付けが実施され、該入力された発行額が
表示部４０４に表示されている利用可能額の範囲内である場合において、カードリーダラ
イタ４１５にて新たに発行するビジターカードに記録されているビジターカードＩＤの読
み取りが実施され、該ビジターカードに発行額に相当する大きさの度数データの書込が実
施された後、該ビジターカードがカード発行口４０６から、会員カードが会員カード挿入
口４０２から排出されるとともに、該ビジターカード並びに会員カードの排出が前記発行
インジケータ４０７と会員カードインジケータ４０３の点滅点灯により報知され、該ビジ
ターカードの発行に使用された金額と前記利用可能額から発行に使用された金額を差し引
いた新たな利用可能額が印字されたレシートがプリンタ４１４にて印刷されてレシート排
出口４０８から排出され、該レシートの発行がレシートインジケータ４０９の点滅点灯に



(19) JP 4293594 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

より報知される。
【００９４】
これらビジターカードの発行を実施した後、カード発行機２３からは、発行したビジター
カードのビジターカードＩＤと発行額と該発行に使用された会員カードの会員カードＩＤ
と装置ＩＤとを含む発行情報がシステムコントローラ１００に送信される。
【００９５】
この発行情報を受信したシステムコントローラ１００は、該発行情報に含まれるビジター
カードＩＤと発行額と装置ＩＤとに基づいて、カードマスターテーブル（図示略）の記憶
情報を更新することで、該発行されたビジターカードをカードユニット３の前記カード挿
入口３１９に挿入して貸出処理を受けることができるようになるとともに、該発行情報に
含まれる会員カードＩＤと会員情報テーブルの記憶情報とに基づいて、該発行に使用され
た会員カードを所持する会員遊技者の所有するクレジットカードのクレジットカードＩＤ
を特定し、発行情報に含まれる会員カードＩＤに代えて該特定したクレジットカードＩＤ
を含むとともに、遊技場ＩＤと該発行の利用種別（クレジット）と発行情報を受信した時
刻である発行時刻とが付加された利用情報を管理サーバ１２に送信する利用情報送信処理
等を実施する。
【００９６】
この利用情報の受信に基づいて管理サーバ１２は、該利用情報に含まれる発行時刻とビジ
ターカードＩＤと利用種別とクレジットカードＩＤと発行額と装置ＩＤと遊技場ＩＤとを
図１１に示すカード発行履歴テーブル（本日分）に発行履歴として記憶することでクレジ
ットの利用情報を収集する。更に、該発行額を、クレジットカード管理データベースにお
いて当該発行履歴のクレジットカードＩＤに対応付けて記憶されている当月利用合計額に
加算更新するとともに利用可能額から減算更新し、該加算更新後の当月利用合計額を発行
利用限度額から減じた金額に当月利用可能額を更新する。
【００９７】
そして、このようにしてカード発行履歴テーブル（本日分）に収集した各発行履歴につい
て、利用情報送信の項目に「済み」が登録されておらず利用種別に「クレジット」が登録
されている発行履歴に関し、その発行履歴に含まれるクレジットカードＩＤと発行金額（
利用金額）とを含む利用情報を、当該クレジットカードＩＤから特定されるクレジットカ
ード会社（データセンタ）に送信する利用情報送信処理を実施した後、該利用情報として
送信した発行履歴に対応する利用情報送信の項目の登録内容を「済み」に更新する。
【００９８】
この利用情報を受信した各クレジットカード会社（データセンタ）では、該利用情報に含
まれる発行金額（利用金額）の決済が、該利用情報に含まれるクレジットカードＩＤから
特定されるクレジットカードの所有者が銀行口座を有する金融機関との間において実施さ
れる。
【００９９】
以上、本発明の実施例のようにすれば、遊技用記録媒体であるビジターカードの発行をク
レジットカードにて実施する場合において、該クレジットカードの利用可否が、プリペイ
ドカード会社に設置された管理サーバ１２並びに通信装置１８０がクレジットカードの利
用可否情報である利用可能額を入手するクレジット情報入手手段として機能することで、
プリペイドカード会社に設置された管理サーバ１２が、これら入手した利用可能額に基づ
いてクレジットカードの利用可否を特定し、該特定した利用可否を特定可能な利用確認結
果情報である利用可能額をビジターカードを発行する各登録遊技場に設置されたシステム
コントローラ１００に送信し、利用確認結果情報としての利用可能額から特定されるクレ
ジットカードの利用可否が利用可能である、つまり利用可能額が「０」ではない場合にお
いて該利用可能額の範囲内の金額に相当するビジターカードが発行されることで、これら
クレジットカードの利用確認が、既に各登録遊技場と接続されている遊技用記録媒体管理
機関であるプリペイドカード会社を通じて実施されるようになるため、従来のように各ク
レジットカード会社と各遊技場とを個々に接続する場合に比較して、多大な費用を必要と
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することがなくシステムを構築することができるばかりか、システムの運用に要する通信
コストも低く抑えることができるとともに、これらプリペイドカード会社と各登録遊技場
との間のデータ通信環境は、比較的高いセキュリティレベルに保たれているため、これら
クレジットカードの利用に伴うセキュリティの確保に要するコストも抑えることもできる
。
【０１００】
また、会員遊技者は、クレジットを使用したビジターカードの発行に際してクレジットカ
ードを一々遊技場に持参する必要がなく、会員遊技者の利便性を向上できるとともに、会
員カードを使用することで、暗証番号による本人確認が実施されるようになるため、仮に
本人以外の遊技者が拾った会員カードを用いてビジターカードの発行をすることも回避で
きるようになる。このように、暗証番号による本人確認の実施は、なりすましによる使用
等を回避できるようになることから好ましいが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これらクレジット使用によるビジターカードの発行に際して暗証番号による本人確認を
実施しないようにしても良い。
【０１０１】
以上、本発明の実施形態を図面により前記実施例にて説明してきたが、本発明はこれら実
施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があ
っても本発明に含まれることは言うまでもない。
【０１０２】
例えば、前記実施例では、プリペイドカード会社に設置されている管理サーバ１２から送
信される利用確認結果情報としての利用可能額を、システムコントローラ１００が中継し
て、カードユニット３やカード発行機２３に利用可能額を含む発行許諾として送信するよ
うにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらシステムコントローラ
１００を介さずに管理サーバ１２から送信される利用確認結果情報である利用可能額が、
カードユニット３やカード発行機２３に直接送信されるようにしても良い。
【０１０３】
また、前記実施例においては、システムコントローラ１００が会員用記録媒体である会員
カードの管理を実施するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、シ
ステムコントローラ１００に代えて、各会員遊技者が所有するクレジットカードのクレジ
ットカードＩＤを含む会員遊技者並びに会員用記録媒体である会員カードに関する情報を
個別のコンピュータ（会員管理コンピュータ）にて実施し、システムコントローラ１００
が該コンピュータ（会員管理コンピュータ）に対して、カードユニット３やカード発行機
２３からの発行許諾要求の受信時に、会員カードＩＤに対応するクレジットカードＩＤや
利用期限を問い合わせて入手するようにしても良い。
【０１０４】
また、前記実施例では、会員用記録媒体である会員カードに、会員ＩＤと会員用記録媒体
特定情報としての会員カードＩＤとを記録するようにしているが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、これらのいずれか一方のみを会員並びに会員用記録媒体を特定可能な
情報として記憶するようにしても良い。
【０１０５】
また、前記実施例では、クレジットカード会社（データセンタ）からクレジットカードの
利用可否を特定可能な利用確認結果情報としてクレジットカードの利用可能額を入手し、
該入手した利用可能額と前記当月利用可能額（図１０参照）とから決定される利用可能額
が、システムコントローラ１００を介してカードユニット３やカード発行機２３に送信さ
れて、該利用可能額の範囲内の所定額に相当する大きさの度数が記録されたビジターカー
ドが発行されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、前記管理
サーバ１２は、これらクレジットカードの利用可能額をクレジットカード会社（データセ
ンタ）から入手せずに、クレジットカードの利用可否の情報のみを入手して、該クレジッ
トカードの利用可否の情報をシステムコントローラ１００を経由、或いはシステムコント
ローラ１００を経由することなくカードユニット３やカード発行機２３に送信するように
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しても良い。
【０１０６】
また、前記実施例では、図１０に示すクレジットカード管理データベースにおいて、各ク
レジットカード毎に当月利用合計額を集計するとともに、該集計した当月利用合計額を発
行利用限度額である５００００円から差し引いた金額である当月利用可能残額を算出し、
該当月利用可能残額とクレジットカード会社（データセンタ）から入手した利用可能額の
内、いずれか小さい方の金額を利用可能額としてシステムコントローラ１００に送信する
ようにしており、このようにすることは、これら送信された利用可能額の範囲内の所定額
に相当するビジターカードしか発行されないため、遊技用記録媒体管理機関であるプリペ
イドカード会社はクレジットカード会社（データセンタ）から入手した利用可能額とは個
別にクレジットカードによるビジターカードの過度の発行利用を抑止することができるこ
とから好ましいが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら当月利用合計額の集
計や発行利用限度額の設定による当月利用可能残額の算出、並びに該当月利用可能残額と
クレジットカード会社（データセンタ）から入手した利用可能額との比較に基づく利用可
能額の特定、送信を実施せずに、クレジットカード会社（データセンタ）から入手した利
用可能額をシステムコントローラ１００に送信することにより、これらクレジットカード
会社（データセンタ）から入手した利用可能額に基づいたビジターカードの過度の発行利
用を抑止するようにしても良い。
【０１０７】
また、前記実施例では、発行利用限度額を５００００円としているが、本発明はこれに限
定されるものではなく、これを管理サーバ１２の操作用端末１６７において、適宜に設定
変更できるようにしても良いし、更には、前月の利用合計額の実績から、各クレジットカ
ード毎に発行利用限度額を個々に設定できるようにしても良い。
【０１０８】
また、前記実施例では、図１６に示すようにカード発行機２３の表示部４０４や、カード
ユニット３の会員カード用表示部３１４に前記管理サーバ１２から送信され、システムコ
ントローラ１００にて中継された利用可能額が表示により報知されるようになっており、
このようにすることは、遊技者は、自分がクレジットを利用してビジターカードの発行に
使用できる利用可能額を確認することができることから好ましいが、本発明はこれに限定
されるものではなく、これら利用可能額の報知を音声等により報知するようにしても良い
し、更には、これら利用可能額の表示（報知）を行わない構成としても良い。
【０１０９】
また、前記実施例では、管理サーバ１２がクレジットを使用したビジターカードの発行履
歴を含む各登録遊技場における発行履歴を、図１１に示すカード発行履歴テーブルに収集
、管理し、該収集した発行履歴の内、クレジットを使用したビジターカードの発行履歴を
利用情報としてクレジットカード会社（データセンタ）に送信するようにしており、この
ようにすることは、クレジットカード会社に利用情報が遊技用記録媒体管理機関であるプ
リペイドカード会社を通じてクレジットカード会社（データセンタ）に送信されるように
なるため、これら決済のための利用情報の収集のために、各登録遊技場とクレジットカー
ド会社（データセンタ）とを個々に接続する必要がなく、システムの構築費用をより低減
することができることから好ましいが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら
利用情報を各登録遊技場からクレジットカード会社（データセンタ）に送信するようにし
ても良い。
【０１１０】
また、前記実施例では、新たなクレジット利用登録に際して、クレジットカード会社（デ
ータセンタ）への認証要求をプリペイドカード会社を通じて送信するようにしており、こ
のようにすることは、これら新たな利用登録に伴う認証確認のために、各登録遊技場とク
レジットカード会社（データセンタ）とを個々に接続する必要がなく、システムの構築費
用をより低減することができることから好ましいが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、これら認証確認のための認証要求を各登録遊技場からクレジットカード会社（デー
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タセンタ）に送信するようにしても良い。
【０１１１】
また、前記実施例では、カードユニット３とカード発行機２３とを個別に設けているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、これらのいずれか一方のみを設けるようにして
も良い。尚、カードユニット３のみを設ける場合においては、カード発行機２３において
実施していた１０００円以上のビジターカードの発行を、カードユニット３において実施
できる構成としても良い。
【０１１２】
また、前記実施例では、会員用記録媒体である会員カードや遊技用記録媒体であるビジタ
ーカードとして、いずれも非接触のＩＣカードを用いているが、本発明はこれに限定され
るものではなく、これを磁気カードや接触型のＩＣカードとしても良いし、バーコード等
の所定の情報記録シンボル等が読み取り可能にプリントされた記録媒体等であっても良い
。
【０１１３】
また、前記実施例に用いた会員カード、ビジターカードの形状はカード状とされているが
、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばコイン形状、円盤形状や球状、チップ
状等その他の形状とされていても良い。
【０１１４】
また、前記実施例のカードユニット３とカード発行機２３では、貨幣を用いてもビジター
カードの発行が可能とされており、このようにすることは、これら貨幣によるビジターカ
ードの発行機を個別に設ける必要がなく、限られた遊技場のスペースやパチンコ機周囲の
スペースを有効に活用でき、貨幣によるビジターカードの発行ユニットをパチンコ機２に
対応して設ける場合、遊技島への設置台数が低減することを回避できることから好ましい
が、本発明はこれに限定されるものではなく、これら貨幣による発行機能を有しない構成
としても良い。
【０１１５】
また、前記実施例では、カードユニット３が、挿入された会員カードの貯玉を使用してパ
チンコ機２にパチンコ玉の払出（払戻）を実施させる貯玉の再プレイ機能を有しているが
、本発明はこれに限定されるものではなく、これら貯玉の再プレイ機能を有しないもので
あっても良い。
【０１１６】
また、前記実施例においては、遊技媒体としてパチンコ玉を用いる遊技機であるパチンコ
機２を例に説明しているが、これら遊技媒体をコインや点数、更には画像式のパチンコ機
やスロットマシン等における画像にて形成されたパチンコ玉やコイン等としても良く、こ
れら遊技媒体は遊技において使用される媒体であれば、本発明の遊技媒体に含まれるもの
であり、その形態が限定されるものではない。
【０１１７】
また前記実施例では、遊技機であるパチンコ機２において使用される遊技用価値の形態と
して度数や該度数に相当する金額を用いているが、本発明はこれに限定されるものではな
く、これら遊技用価値を所定のポイントや相当するパチンコ玉数やコイン数としても良く
、その形態は任意に選択すれば良い。
【０１１８】
　前記実施例における各要素は、本発明に対して以下のように対応している。
　本発明の請求項１は、クレジットカード会社に接続された遊技用記録媒体管理機関に接
続され、当該クレジットカード会社には直接接続されていない予め管理登録された登録遊
技場において会員登録した会員遊技者が遊技を実施するための遊技用システムであって、
前記登録遊技場において発行され、遊技に使用可能な遊技用価値（度数）の大きさを特定
可能な遊技用価値特定情報（カードＩＤ）が記録された遊技用記録媒体（ビジターカード
）の管理を行う前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設けられ、
前記会員遊技者が所有するクレジットカードの利用可否を判定可能な利用可否情報（利用
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可能額）を、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社より入手するための
クレジット情報入手手段（管理サーバ１２、通信装置１８０）と、前記登録遊技場に設け
られ、該登録遊技場において前記会員遊技者に対して発行される会員用記録媒体（会員カ
ード）に記録される該会員用記録媒体（会員カード）を個々に特定可能な会員用記録媒体
特定情報（会員カードＩＤ）と、当該会員用記録媒体（会員カード）の所有者が所有する
クレジットカードを個々に識別可能なクレジットカード識別情報（クレジットカードＩＤ
）と、当該会員用記録媒体を所有する会員遊技者が過去の遊技にて獲得することで払い戻
し可能に所有する貯蓄遊技媒体数とを対応付けて記憶、管理する会員情報記憶管理手段（
システムコントローラ１００、会員情報テーブル）と、前記会員用記録媒体を受付け、該
受付けた会員用記録媒体に記録されている前記会員用記録媒体特定情報に対応付けて前記
会員情報記憶管理手段に記憶されている貯蓄遊技媒体数のうちの所定数の遊技媒体の払い
戻しを実施する払戻手段と、前記会員用記録媒体（会員カード）を受付け、該受付けた会
員用記録媒体（会員カード）から前記会員用記録媒体特定情報（会員カードＩＤ）を読み
取り、該読み取った会員用記録媒体特定情報（会員カードＩＤ）を送信するための会員用
記録媒体処理手段（カードユニット３、カードリーダライタ３２７）と、前記会員用記録
媒体処理手段（カードユニット３、カードリーダライタ３２７）から送信されてきた前記
会員用記録媒体特定情報（会員カードＩＤ）と前記会員情報記憶管理手段（システムコン
トローラ１００、会員情報テーブル）の記憶情報とに基づいて、前記会員用記録媒体処理
手段（カードユニット３、カードリーダライタ３２７）にて受付けた会員用記録媒体（会
員カード）の所有者が所有するクレジットカードのクレジットカード識別情報（クレジッ
トカードＩＤ）を特定し、該特定したクレジットカード識別情報（クレジットカードＩＤ
）と当該クレジットカードの利用確認を要求する旨の情報とを少なくとも含むクレジット
カードの利用確認要求を、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に
対して送信する利用確認要求送信手段（システムコントローラ１００、ＤＳＵ１１１）と
、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設けられ、前記利用確認
要求送信手段（システムコントローラ１００、ＤＳＵ１１１）からの利用確認要求の受信
に基づいて、当該利用確認要求に含まれるクレジットカード識別情報（クレジットカード
ＩＤ）から特定されるクレジットカードの利用可否を、前記クレジット情報入手手段（管
理サーバ１２、通信装置１８０）により入手した当該クレジットカードの利用可否情報（
利用可能額）から特定して確認するクレジット利用可否確認手段（管理サーバ１２；ＣＰ
Ｕ１６９）と、該クレジット利用可否確認手段（管理サーバ１２；ＣＰＵ１６９）にて確
認されたクレジットカードの利用可否を特定可能な利用確認結果情報（利用可能額データ
）を前記登録遊技場に送信する利用確認結果情報送信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６
１）と、前記登録遊技場に設けられ、前記利用確認結果情報送信手段（管理サーバ１２；
ＤＳＵ１６１）から送信されてくる利用確認結果情報（利用可能額データ）から特定され
るクレジットカードの利用可否が利用可能であることに基づいて、所定金額に相当する遊
技に使用可能な遊技用価値（度数）の大きさを特定可能な遊技用価値特定情報（カードＩ
Ｄ）が記録された遊技用記録媒体（ビジターカード）を発行する遊技用記録媒体発行手段
（カードユニット３、カード発行機２３）と、を備える。
【０１１９】
本発明の請求項２は、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設け
られ、前記クレジット情報入手手段（管理サーバ１２、通信装置１８０）によって予めク
レジットカード会社より入手した前記利用可否情報（利用可能額）を記憶するとともに、
該利用可否情報（利用可能額）を更新、管理するための利用可否情報記憶管理手段（管理
サーバ１２；ＣＰＵ１６９、記憶装置１６５）を備え、前記クレジット利用可否確認手段
（管理サーバ１２；ＣＰＵ１６９）は、前記利用可否情報記憶管理手段（管理サーバ１２
；ＣＰＵ１６９、記憶装置１６５）に記憶されている利用可否情報（利用可能額）に基づ
いて利用可否を特定、確認する。
【０１２０】
本発明の請求項３は、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設け
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られ、クレジットカードの利用可能額をクレジットカード会社より入手する利用可能額入
手手段（管理サーバ１２、通信装置１８０）と、前記クレジット利用可否確認手段（管理
サーバ１２；ＣＰＵ１６９）における確認結果が利用可であるときに、前記利用可能額入
手手段（管理サーバ１２、通信装置１８０）によって入手した利用可能額を特定可能な利
用可能額情報（利用可能額データ）を前記登録遊技場に送信するための利用可能額情報送
信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６１）と、を備え、前記遊技用記録媒体発行手段（カ
ードユニット３、カード発行機２３）は、前記利用可能額情報送信手段（管理サーバ１２
；ＤＳＵ１６１）から送信されてきた利用可能額情報（利用可能額データ）から特定され
る利用可能額の範囲内の所定額に相当する大きさの遊技用価値（度数）を特定可能な遊技
用価値特定情報（カードＩＤ）が記録された遊技用記録媒体（ビジターカード）を発行す
る。
【０１２１】
本発明の請求項４は、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設け
られ、前記遊技用記録媒体発行手段（カードユニット３、カード発行機２３）において遊
技用記録媒体（ビジターカード）の発行に供された利用金額を各クレジットカード毎に集
計するための利用金額集計手段（システムコントローラ１００、管理サーバ１２；クレジ
ットカード管理ＤＢ）と、該利用金額集計手段（システムコントローラ１００、管理サー
バ１２；クレジットカード管理ＤＢ）にて集計された所定期間（１ヶ月）における合計利
用金額（当月利用合計額）と該所定期間において会員遊技者が利用可能として設定された
発行利用限度額（５００００円）とから、各時点における発行利用可能額（当月利用可能
残額）を特定する発行利用可能額特定手段（管理サーバ１２；ＣＰＵ１６９）と、を備え
、前記利用可能額情報送信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６１）は、前記発行利用可能
額特定手段（管理サーバ１２；ＣＰＵ１６９）にて特定した発行利用可能額（当月利用可
能残額）がクレジットカード会社より入手した利用可能額以下であるときには該発行利用
可能額（当月利用可能残額）を特定可能な利用可能額情報（利用可能額データ）を前記登
録遊技場に送信し、前記発行利用可能額特定手段（管理サーバ１２；ＣＰＵ１６９）にて
特定した発行利用可能額（当月利用可能残額）がクレジットカード会社より入手した利用
可能額を上回るときには該利用可能額を特定可能な利用可能額情報（利用可能額データ）
を前記登録遊技場に送信する。
【０１２２】
本発明の請求項５は、前記遊技用記録媒体発行手段（カードユニット３、カード発行機２
３）は、前記利用可能額情報送信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６１）より送信されて
くる利用可能額情報（利用可能額データ）から特定される利用可能額を報知する利用可能
額報知手段（会員カード用表示部３１４、表示部４０４）を含む。
【０１２３】
本発明の請求項６は、前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設け
られ、前記遊技用記録媒体発行手段（カードユニット３、カード発行機２３）において遊
技用記録媒体（ビジターカード）の発行に供された利用金額と該遊技用記録媒体（ビジタ
ーカード）の発行に供された会員用記録媒体（会員カード）の会員用記録媒体特定情報（
会員カードＩＤ）から特定されるクレジットカード識別情報（クレジットカードＩＤ）と
を含む利用情報を収集するための利用情報収集手段（システムコントローラ１００、管理
サーバ１２；カード発行履歴テーブル）と、該利用情報収集手段（システムコントローラ
１００、管理サーバ１２；カード発行履歴テーブル）にて収集された利用情報をクレジッ
トカード会社に送信するための利用情報送信手段（管理サーバ１２、通信装置１８０）と
、を備える
【０１２４】
本発明の請求項７は、前記登録遊技場に設けられ、該登録遊技場にて発行済みの会員用記
録媒体（会員カード）或いは新たに発行しようとする会員用記録媒体（会員カード）に記
録された前記会員用記録媒体特定情報（会員カードＩＤ）と、前記発行済みの会員用記録
媒体（会員カード）の所有者或いは新たに発行しようとする会員用記録媒体（会員カード



(25) JP 4293594 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

）の所有予定者が所有するクレジットカードのクレジットカード識別情報（クレジットカ
ードＩＤ）とを入力するための登録情報入力手段（カードリーダ１１５）と、該登録情報
入力手段（カードリーダ１１５）から入力されたクレジットカード識別情報（クレジット
カードＩＤ）とクレジットカード識別情報（クレジットカードＩＤ）から特定されるクレ
ジットカードの利用登録の可否確認を要求する旨の情報とを少なくとも含む利用登録可否
確認要求を前記遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に送信するための
利用登録可否確認要求送信手段（システムコントローラ１００；ＤＳＵ１１１）と、前記
遊技用記録媒体管理機関（プリペイドカード管理会社）に設けられ、前記利用登録可否確
認要求送信手段（システムコントローラ１００；ＤＳＵ１１１）からの利用登録可否確認
要求の受信に基づいて、該受信した利用登録可否確認要求に含まれるクレジットカード識
別情報（クレジットカードＩＤ）と該クレジットカード識別情報（クレジットカードＩＤ
）から特定されるクレジットカードの認証を要求する旨の情報を含む認証要求を、当該ク
レジットカードを発行したクレジットカード会社に対して送信する認証要求送信手段（管
理サーバ１２、通信装置１８０）と、該認証要求送信手段（管理サーバ１２、通信装置１
８０）からの認証要求の送信に基づいてクレジットカード会社から返信されてくる認証結
果に基づいて当該クレジットカードの認証可否を特定し、該特定した認証可否が認証可で
あるときに、当該クレジットカードの利用登録を可能とする旨を特定可能な利用登録確認
情報を、前記利用登録可否確認要求を送信してきた登録遊技場に対して返信する利用登録
確認情報送信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６１）と、前記登録遊技場に設けられ、前
記利用登録確認情報送信手段（管理サーバ１２；ＤＳＵ１６１）からの利用登録確認情報
の受信に基づいて、前記登録情報入力手段（カードリーダ１１５）から入力された会員
用記録媒体特定情報（会員カードＩＤ）とクレジットカード識別情報（クレジットカード
ＩＤ）とを対応付けて前記会員情報記憶管理手段（システムコントローラ１００、会員情
報テーブル）に新たに登録させるための新規会員情報登録手段（システムコントローラ１
００、ＣＰＵ１０２）と、を備える。
【０１２５】
【発明の効果】
　本発明は次の効果を奏する。
　（ａ）請求項１の発明によれば、遊技用記録媒体の発行をクレジットカードにて実施す
る場合において、該クレジットカードの利用可否が、前記クレジット情報入手手段により
クレジットカード会社より入手した当該クレジットカードの利用可否情報に基づいて、遊
技用記録媒体管理機関に設けられたクレジット利用可否確認手段にて特定されて、該利用
可否を特定可能な利用確認結果情報が遊技用記録媒体を発行する各登録遊技場に送信され
、該利用確認結果情報から特定されるクレジットカードの利用可否が利用可能である場合
に遊技用記録媒体が発行されることで、これらクレジットカードの利用確認が、既に各登
録遊技場と接続されている遊技用記録媒体管理機関を通じて実施されるようになるため、
システムの構築に際して従来のような多大な費用を必要とすることがない。
【０１２６】
（ｂ）請求項２の発明によれば、利用確認要求の受信毎に利用可否情報をクレジットカー
ド会社より入手する場合に比較して、クレジットカードの利用可否の確認を迅速化するこ
とができる。
【０１２７】
（ｃ）請求項３の発明によれば、各クレジットカードの利用可能額の範囲内の所定額に相
当する遊技用記録媒体しか発行されないため、クレジットカードによる遊技用記録媒体の
過度の発行利用を抑止することができる。
【０１２８】
（ｄ）請求項４の発明によれば、予め定められた所定期間において会員遊技者が利用可能
な発行利用限度額を設定しておくことで、該発行利用限度額と所定期間における合計利用
金額とから特定される発行利用可能額が、前記クレジットカード会社より入手した利用可
能額以下である場合には、該発行利用可能額を特定可能な利用可能額情報が遊技場に送信
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されて、該発行利用可能額の範囲内の所定額に相当する遊技用記録媒体しか発行されない
ため、遊技用記録媒体管理機関はクレジットカードの利用可能額とは個別にクレジットカ
ードによる遊技用記録媒体の過度の発行利用を抑止することができる。
【０１２９】
（ｅ）請求項５の発明によれば、遊技者は、自分がクレジットを利用して遊技用記録媒体
の発行に使用できる利用可能額を確認することができる。
【０１３０】
（ｆ）請求項６の発明によれば、クレジットカード会社に利用金額とクレジットカード識
別情報とを含む利用情報が遊技用記録媒体管理機関を通じてクレジットカード会社に送信
されるようになるため、これら決済のための利用情報の収集のために、各遊技場とクレジ
ットカード会社とを個々に接続する必要がなく、システムの構築費用をより低減すること
ができる。
【０１３１】
（ｇ）請求項７の発明によれば、新たなクレジットカードの利用を希望する会員の登録に
おける認証確認も、遊技用記録媒体管理機関を通じて実施されるようになるため、これら
新たな利用登録に伴う認証確認のために、各遊技場とクレジットカード会社とを個々に接
続する必要がなく、システムの構築費用をより低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例における遊技用システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例において用いたパチンコ機並びにカードユニットの正面図である
。
【図３】本発明の実施例に用いたカードユニットの構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例に用いたカード発行機を示す外観斜視図である。
【図５】本発明の実施例に用いたカード発行機に設けられた操作部を示す前面図である。
【図６】本発明の実施例に用いたカード発行機の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施例に用いた各遊技場に設置されたシステムコントローラの構成を示
すブロック図である。
【図８】本発明の実施例に用いた各遊技場に設置されたシステムコントローラにおけるカ
ード管理ＤＢを構成する会員属性情報テーブルの登録状況を示す図である。
【図９】本発明の実施例に用いたカード管理会社に設置された管理サーバの構成を示すブ
ロック図である。
【図１０】本発明の実施例に用いたカード管理会社に設置された管理サーバにおけるクレ
ジットカード管理データベース（ＤＢ）の構成を示す図である。
【図１１】本発明の実施例に用いたカード管理会社に設置された管理サーバにおけるカー
ド発行履歴テーブル（本日分）の構成を示す図である。
【図１２】本発明の実施例を構成する各機器のカード発行における処理状況を示す図であ
る。
【図１３】本発明の実施例において新規にクレジットカード利用登録を行う際の処理状況
を示す図である。
【図１４】本発明の実施例において新規にクレジットカード利用登録を行う際にシステム
コントローラの表示に装置に表示される新規クレジットカード利用登録画面を示す図であ
る。
【図１５】本発明の実施例において新規にクレジットカード利用登録の完了時にシステム
コントローラの表示に装置に表示される新規登録完了画面を示す図である。
【図１６】本発明の実施例に用いたカード発行機の操作部に設けられた表示部の表示状況
を示す図である。
【符号の説明】
３　　　　カードユニット
１２　　　管理サーバ
２３　　　カード発行機
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１００　　システムコントローラ
１１５　　カードリーダ
１６５　　記憶装置
１８０　　通信装置
３１４　　会員カード用表示部
３２７　　カードリーダライタ
４０４　　表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図１５】
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